
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和２年３月３１日   

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表行財政局の款総務部の項中 

「                    「 
 

 
を 

企画係長 給与係長 審査係長  

                    」                   」 

に改め，同款コンプライアンス推進室の項中「行政不服審査課長」を「行政不服審査・内

部統制評価課長」に，「業務監察係長」を「業務監察係長 内部統制評価係長」に改め，同

款税務部の項中 

「 
資産税課 資産税係長 家屋係長 土地係長 償

却資産係長 

 を 収納対策課 収納企画係長 指導第一係長 指導第

二係長 指導第三係長 高額滞納整理

係長 

                           」 

「 
資産税課 資産税係長 家屋係長 土地係長 償

却資産係長 
 に改める。  

                           」 

 第１条第１項の表総合企画局の款中 

「 
総合政策室 政策総務課

長 広域連

携・大都市制

度課長 Ｓ

ＤＧｓ・レジ

リエンス戦 

庶務係長 調査係長 広域連携係長●

大都市制度係長 ＳＤＧｓ・レジリエ

ンス戦略係長 創生戦略係長 市民協

働企画係長 市民協働推進係長 京都

創生係長 大学企画係長 留学生支援

係長 大学連携推進係長 

 を 

    

１１２

を



     略課長 創 
生戦略課長

●市民協働

課長 京都

創生課長●

大学政策課

長 

 

 

                                  」 

「 
都市経営戦

略室 
都市経営戦

略課長 
都市経営戦略係長 

 に改める。 

総合政策室 政策総務課

長 広域連

携・大都市制

度課長 Ｓ

ＤＧｓ・レジ

リエンス戦

略課長 創

生戦略課長

●市民協働

課長 京都

創生課長●

大学政策課

長 

庶務係長 調査係長 広域連携係長●

大都市制度係長 ＳＤＧｓ・レジリエ

ンス戦略係長 創生戦略係長 市民協

働企画係長 市民協働推進係長 京都

創生係長 大学企画係長 留学生支援

係長 大学連携推進係長 

                                   」 

 第１条第１項の表文化市民局の款市民スポーツ振興室の項中「スポーツ企画課長」を「ス

ポーツ企画課長 スポーツ施設課長」に改める。 

 第１条第１項の表産業観光局の款産業企画室の項中「産業プロジェクト推進課長」を「ひ

と・しごと環境整備課長 食の京都推進課長」に，「産業プロジェクト推進係長」を「ひと・

しごと環境整備係長 担い手確保・育成対策係長 食の京都推進係長」に改め，同款商工

部の項及び新産業振興室の項を次のように改める。 



産業イノベ

ーション推

進室 

イノベーシ

ョン事業統

括課長 ラ

イフ・グリー

ン産業振興

課長 企業

立地推進課

長 産業用

地創出課長 

企画係長 事業推進係長 ライフ・グ

リーン産業振興係長 企業立地推進係

長 産業用地創出係長 

地域企業イ

ノベーショ

ン 推 進 室 

地域企業振

興課長●ス

タートアッ

プ支援・イノ

ベーション

拠点整備課

長 商業振

興課長 

経営支援係長 地域企業振興係長 ソ

ーシャル・イノベーション創出支援係

長 スタートアップ支援係長 イノベ

ーション拠点整備係長 振興係長 地

域商業活性化係長 

クリエイテ

ィブ産業振

興室 

クリエイテ

ィブ産業企

画課長 伝

統産業課長

●コンテン

ツ産業振興

課長 

企画係長 染織係長 工芸係長 コン

テンツ産業振興係長 

 第１条第１項の表産業観光局の款観光ＭＩＣＥ推進室の項中「地域連携観光課長 京の

食文化普及促進課長」を削る。 

 第１条第１項の表保健福祉局の款生活福祉部の項中「適正化係長」を「適正化係長 生

活困窮者自立支援係長」に改め，同款医療衛生推進室の項中 

「 
健康安全課 企画係長 感染症予防係長 健康危機

対策係長 食品安全係長 

 を 医務衛生課 管理係長 生活衛生係長 薬務係長●

動物愛護係長 医務係長 事業推進係

長 

                           」 

 

 



「 
医療衛生企

画課 

企画係長 管理係長 感染症企画第一

係長 感染症企画第二係長 感染症対

策第一係長 感染症対策第二係長 医

務係長 薬務係長 食品安全係長 食

品監視係長 生活衛生係長 動物愛護

係長 事業推進係長 

 に，「管理係長 感染症対策 

                           」 

第一係長 感染症対策第二係長」を「管理係長」に改める。 

 第１条第１項の表子ども若者はぐくみ局の款子ども若者未来部の項中「管理係長 企画

係長」を「管理係長」に，「企画係長 貧困家庭の子ども対策係長」を「貧困家庭の子ども

対策係長」に改め，同款幼保総合支援室の項中「保育利用調整課長 施設整備耐震化課長

●民営保育施設課長」を「利用者支援・待機児童対策課長 民営保育施設課長 認可外保

育施設課長」に，「公営保育所業務推進課長 地域子育て支援課長」を「公営保育所業務推

進課長」に，「保育安全対策推進課長」を「保育施設支援課長」に，「待機児童対策係長 保

育利用調整係長 施設整備耐震化係長」を「施設整備耐震化係長●利用者支援・待機児童

対策係長」に，「認可給付係長」を「認可給付係長 認可外保育施設係長」に改める。 

 第１条第１項の表都市計画局の款まち再生・創造推進室の項中「再生・創造企画課長」

を「再生・創造企画課長 都市づくり推進課長」に改め，同款都市景観部の項中 

「 
開発指導課 審査係長 指導第一係長 指導第二係

長 
 を 

                           」 

「 
開発指導課 審査係長 指導第一係長 指導第二係

長 

 に改め，同款広告景観づく 
広告景観づ

くり推進課 

広告物企画係長 広告物審査第一係長

●広告物審査第二係長 広告物審査第

三係長 広告物適正化第一係長 広告

物適正化第二係長 

                           」 

り推進室の項を削る。 

 第１条第１項の表建設局の款土木管理部の項中「橋りょう第一係長」を「計画係長 橋



りょう第一係長」に改め，同款みどり政策推進室の項中「公園管理課長」を「公園管理課

長 公園利活用企画課長 公園利活用事業推進課長」に，「公園利活用係長」を「公園利活

用企画係長 公園利活用事業推進係長」に改める。 

 第１条第２項の表中 

「    

 京都の未来を支える財源

創出プロジェクトチーム 
持続可能な行財政の確立に向けた施策の調

査，研究及び企画 
 を 

 多文化共生のまちづくり

推進プロジェクトチーム 
多文化共生のまちづくりを通した地域の活性

化に向けた施策の調査，研究及び企画 
   」 

「 

多文化共生のまちづくり

推進プロジェクトチーム 

多文化共生のまちづくりを通した地域の活性

化に向けた施策の調査，研究及び企画 
 に改め， 

                                    」 

同条第９項中「文化芸術政策監」の右に「，都市経営戦略監」を加える。 

 第２条中第２０項を第２１項とし，第３項から第１９項までを１項ずつ繰り下げ，第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 都市経営戦略監は，上司の命を受け，都市経営に関する重要政策を統括するとともに，

市長が特に必要があると認めるときは，局長その他職員を指揮監督する。 

 第７条適正処理施設部の款施設管理課の項第８号中「こと」の右に「（南部クリーンセン

ター第二工場に併設する環境学習施設に関することを含む。）」を加え，同款施設建設課の

項中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号を第４号とする。 

 第８条総務部の款総務課の項中第１１号を第１３号とし，第８号から第１０号までを２

号ずつ繰り下げ，第７号の次に次の２号を加える。 

 ⑻ ふるさと納税寄付金に関すること。 

 ⑼ 地方創生応援税制に関すること。 

 第８条コンプライアンス推進室の款第８号を次のように改める。 

 ⑻ 内部統制に関する事務（地方自治法第１５０条による地方公共団体の財務に関する

事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定及び変更並びに体制の整備

並びにこれらの評価等をいう。）の統轄に関すること。 



 第８条財政部の款財政課の項中第１２号を削り，第１３号を第１２号とし，第１４号か

ら第１８号までを１号ずつ繰り上げ，同条資産活用推進室の款第６号中「行財政局資産活

用担当局長」を「行財政局財政担当局長」に改め，同款第１１号中「広告事業」の右に「及

びネーミングライツ（本市の施設等の通称を命名する権利をいう。）」を加え，同款第２６

号中「及び財産区」を削り，同条税務部の款収納対策課の項を削る。 

 第９条総合政策室の款の前に次の１款を加える。 

都市経営戦略室 

 ⑴ 都市経営に関する調査，企画，連絡及び調整並びに事務の統轄に関すること。 

 ⑵ 特命事項に関すること。 

 第９条プロジェクト推進室の款第１号を削り，同款第２号を同款第１号とする。 

 第１０条文化芸術都市推進室の款文化芸術企画課の項第９号中「交響楽団及び」を削り，

同項に次の１号を加える。 

 ⑾ 京都市交響楽団に関すること。 

 第１０条共生社会推進室の款第１３号を削る。 

 第１１条産業企画室の款を次のように改める。 

 ⑴ 局の庶務に関すること。 

 ⑵ 区役所等との連絡及び調整に関すること。 

 ⑶ 産業及び観光に関する調査，企画並びに情報の収集及び提供に関すること。 

 ⑷ 中小企業に係る金融支援に関する調査，企画，連絡及び調整に関すること。 

 ⑸ 雇用対策の推進に係る施策の連絡及び調整に関すること。 

 ⑹ 企業の社会貢献責任に係る支援に関すること。 

 ⑺ 事業内職業訓練に関すること。 

 ⑻ 食文化の普及の促進に関すること。 

 ⑼ 計量検査に関すること。 

 ⑽ 中央卸売市場第一市場及び中央卸売市場第二市場に関すること。 

 ⑾ 信用保証協会に関すること。 

 ⑿ 局内の他の課及び室の主管に属しないこと。 

 第１１条商工部の款及び新産業振興室の款を次のように改める。 

産業イノベーション推進室 

 ⑴ 産業の振興に関すること。ただし，産業企画室，地域企業イノベーション推進室，



クリエイティブ産業振興室及び農林振興室の所管に属するものを除く。 

⑵ 産業科学技術の振興に関する企画，調整及び推進に関すること。 

⑶ 産業関係団体の指導及び助成に関すること。ただし，産業企画室，地域企業イノベ

ーション推進室，クリエイティブ産業振興室及び農林振興室の所管に属するものを

除く。 

⑷ 新事業創出支援に関すること。ただし，地域企業イノベーション推進室及びクリエ

イティブ産業振興室の所管に属するものを除く。 

⑸ 産学公の連携の推進に関すること。ただし，クリエイティブ産業振興室の所管に属

するものを除く。 

⑹ 産業（農林畜水産業を除く。）の立地対策に関すること。 

⑺ 工場等集団化助成審議会，補助金条例第２６条に規定する委員会（室が所管する事

務に関するものに限る。）及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会に

関すること。 

⑻ 地方独立行政法人京都市産業技術研究所に関すること。 

⑼ 高度技術研究所に関すること。 

地域企業イノベーション推進室 

⑴ 産業の振興に関すること。ただし，産業企画室，産業イノベーション推進室，クリ

エイティブ産業振興室及び農林振興室の所管に属するものを除く。 

⑵ 中小企業の振興に関すること。 

⑶ 中小企業に係る経営支援に関する調査，企画，連絡及び調整に関すること。 

⑷ 新事業創出支援に関すること。ただし，産業イノベーション推進室及びクリエイテ

ィブ産業振興室の所管に属するものを除く。 

⑸ 商店街振興組合法による事務に関すること。 

⑹ 中小小売商業振興法による事務に関すること。 

⑺ 大規模小売店舗立地法による事務に関すること。 

⑻ 産業関係団体の指導及び助成に関すること。ただし，産業企画室，産業イノベーシ

ョン推進室，クリエイティブ産業振興室及び農林振興室の所管に属するものを除く。 

⑼ 商業施設の設置に係る指導及び紛争の調整に関すること。 

⑽ 大規模小売店舗立地審議会及び商業集積審議会に関すること。 

クリエイティブ産業振興室 



⑴ 産業の振興に関すること。ただし，産業企画室，産業イノベーション推進室，地域

企業イノベーション推進室及び農林振興室の所管に属するものを除く。 

⑵ 伝統産業及びクラフトの振興に関すること。 

⑶ 産業デザインに関すること。 

⑷ 伝統産業関係団体の指導及び助成に関すること。 

⑸ 新事業創出支援に関すること。ただし，産業イノベーション推進室及び地域企業イ

ノベーション推進室の所管に属するものを除く。 

⑹ 産学公の連携の推進に関すること。ただし，産業イノベーション推進室の所管に属

するものを除く。 

⑺ 首都圏における産業に関するシティセールスに関すること。 

⑻ 伝統産業活性化推進審議会に関すること。 

⑼ 指定管理者条例第１６条に規定する委員会（室が所管する公の施設に関するものに

限る。）に関すること。 

⑽ 勧業館に関すること。 

第１１条農林振興室の款農林企画課の項第８号中「（傷病により保護を要する鳥獣の保

護の目的で行う鳥獣の捕獲に限る。）」を「等及び鳥類の卵の採取等（鳥獣による生活環境，

農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等

に限る。）」に改め，同項第１９号中「農業」を「農林業」に改め，同款林業振興課の項中

第７号を削り，第８号を第７号とし，第９号を第８号とし，第１０号を削り，第１１号を

第９号とし，第１２号から第１５号までを２号ずつ繰り上げる。 

 第１２条健康長寿のまち・京都推進室の款介護ケア推進課の項中第２３号を第２７号と

し，第１０号から第２２号までを４号ずつ繰り下げ，第９号の次に次の４号を加える。 

 ⑽ 介護保険の保険給付に関すること。 

 ⑾ 介護保険法による介護給付及び予防給付の審査及び支給決定に関すること。 

 ⑿ 介護保険法による地域支援事業に関すること。 

 ⒀ 介護保険法による介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業の審査及び支

給決定に関すること。 

 第１２条医療衛生推進室の款健康安全課の項及び医務衛生課の項を次のように改める。 

 医療衛生企画課 

 ⑴ 室の所掌事務の連絡及び調整に関すること。 



⑵ 感染症その他の疾病の予防に関すること。 

⑶ 地域医療に関すること。 

⑷ 家庭用品の衛生に関すること。ただし，衛生環境研究所の所管に属するものを除く。 

⑸ 動物愛護に関する事業の推進に関すること。ただし，保健所及び動物愛護センター

の所管に属するものを除く。 

⑹ 京都市ペット霊園の設置等に関する条例による事務に関すること。 

⑺ と畜場法による事務に関すること。ただし，衛生環境研究所の所管に属するものを

除く。 

⑻ 臨床検査技師等に関する法律による事務に関すること。 

⑼ 医事及び薬事に関すること。 

⑽ 市営墓地，深草墓園及び斎場に関すること。 

⑾ 休日及び時間外の緊急時における医療の確保に関すること。 

⑿ 医療従事者の確保に関すること。 

⒀ 医療施設審議会及び地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会に関すること。 

⒁ 衛生環境研究所及び動物愛護センターに関すること。 

⒂ 上鳥羽公園に関すること。ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

⒃ 旧看護短期大学に関すること。 

⒄ 地方独立行政法人京都市立病院機構に関すること。 

⒅ その他生活衛生，医療及び医務に関すること。 

 第１２条医療衛生推進室の款医療衛生センターの項第１号を削り，同項第２号ただし書

中「健康安全課」を「医療衛生企画課」に改め，同号を同項第１号とし，同項第３号ただ

し書中「医務衛生課」を「医療衛生企画課」に改め，同号を同項第２号とし，同項第４号

ただし書中「医務衛生課」を「医療衛生企画課」に改め，同号を同項第３号とし，同項中

第５号を第４号とし，第６号を第５号とする。 

 第１３条子ども若者未来部の款子ども家庭支援課の項第２６号中「及び子ども支援セン

ター」を削る。 

 第１４条都市企画部の款都市計画課の項中第１４号を第１５号とし，第１１号から第１

３号までを１号ずつ繰り下げ，第１０号の次に次の１号を加える。 

 ⑾ 都市再生特別措置法による事務に関すること。 

 第１４条都市景観部の款開発指導課の項第１６号を次のように改める。 



 ⒃ 京都市既成宅地防災工事資金融資規則による事務に関すること。 

 第１４条都市景観部の款に次の１項を加える。 

 広告景観づくり推進課 

⑴ 屋外広告物等に係る調査，研究及び企画に関すること。 

⑵ 屋外広告物法及び京都市屋外広告物等に関する条例による事務に関すること。 

⑶ 景観法及び京都市市街地景観整備条例による事務に関すること。ただし，屋外広告

物等に係るものに限る。 

⑷ 優良広告物等への誘導に係る事務に関すること。 

⑸ 京都景観賞審査委員会（屋外広告物に係る賞の選考に関するものに限る。）に関す

ること。 

 第１４条広告景観づくり推進室の款を削り，同条建築指導部の款建築指導課の項第１２

号を次のように改める。 

 ⑿ 建築基準法第４９条に基づき定める条例による事務に関すること。 

 第１４条住宅室の款すまいまちづくり課の項第１４号中「及び八条市営住宅団地再生事

業検討委員会」を削り，同項に次の１号を加える。 

 ⒄ 京都市公有財産及び物品条例第１３条に規定する委員会（課が所管する事務に関す

るものに限る。）に関すること。 

 第１５条建設企画部の款建設企画課の項第５号を次のように改める。 

 ⑸ 京都高速道路に関する事務の統轄に関すること。 

 第１５条土木管理部の款土木管理課の項中第１５号を第１６号とし，第３号から第１４

号までを１号ずつ繰り下げ，第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 京都市道高速道路1号線の付属施設の設備に係る維持管理に関すること。 

 第１５条土木管理部の款河川整備課の項第６号に次のただし書を加える。 

  ただし，土木管理課の所管に属するものを除く。 

   附 則 

 この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 


